
認定こども園なおみ園 

 

令和７年度 認定こども園なおみ園 重要事項説明書 
電磁的方法（デジタル配信）をご希望の方は個別にお知らせ下さい。 

 

教育保育の提供を開始するにあたり、当園より説明すべき事項は次の通りです。 

１．運営主体（事業者の概要） 

事業者の名称 社会福祉法人照輝会 認定こども園なおみ園 

事業者の所在地 青森県五所川原市みどり町 4丁目 126番地１ 

事業者の連絡先 ０１７３（３４）７８８８ 

代表者氏名 理事長 一戸 義雄 

 

２．施設の概要 

種別 幼保連携型認定こども園 

名称 認定こども園なおみ園 

所在地 青森県五所川原市みどり町 4丁目 126番地１ 

連絡先 
電話番号  ０１７３（３４）７８８８ 

ＦＡＸ番号 ０１７３（３４）９２９３ 

施設長氏名 一戸 義雄 

開設年月日 

昭和 55年 4月１日 なおみ保育園（保育所）開園 

平成 27年 4月 1日 認定こども園なおみ園（保育所型） 

平成 30年 4月 1日 認定こども園なおみ園（幼保連携型） 

利用定員 

年齢区分 ０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 合計 

１号   人  ５人  ５人  ５人 １５人 

２号・３号 １２人 １２人 １１人 １０人 １０人 １０人 ６５人 

合計 １２人 １２人 １１人 １５人 １５人 １５人 ８０人 

目的 

 

 

 

 

 

運営方針 

〈目 的〉 

社会福祉法人照輝会の運営する認定こども園なおみ園は、教育保育「心身ともにた

くましく思いやり豊かな子」に基づき、健全な心身の発達を図りつつ生涯にわたる人

格形成の基礎を培う。保育者は、園児と共に適切な環境を創造し、生活や遊びを通し

て義務教育及びその後の教育の生きる力の基礎を培う。保育者は、子どもの最善の利

益を考慮しつつその生活を保障し、保護者とともに園児を心身ともに健やかに育成

し、保護者への子育て支援を総合的に提供することを目的とします。 

〈運営方針〉 

教育保育方針は、「幼保連携型認定こども園教育保育要領」に基づき、家庭との連携

を図り、教育と保育が一体的に展開される生活や遊びを通して、園児一人一人の特性

や発達の過程課題に即した働きかけを通して興味、関心、意欲、粘り強さ等の生きる

力の基礎を培う。人権尊重とプライバシー保護を第一義とし、常に子どもの最善の幸

福を願うために保護者から意見や要望があれば真摯に傾聴し、説明責任を果たして、

よりよい教育保育のために努力研鑚することを基本とします。 

 

 

３．主な設備の概要  

設 備 部屋数 備考 

乳児室 1 室 乳児保育室 

ほふく室 1 室 ひよこ 1歳児保育室 

保育室 ４ 室 ひよこ 2歳児・かなりや組・うぐいす組・ひばり組保育室 

遊戯室、ホール １ 室  

調理室 １ 室 自園給食 

子育て支援室 １ 室  
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事務室・保健室 １ 室  

敷地 
敷地全体 2185.26 ㎡ 

園庭  900 ㎡ 

園舎 
構造 木造 1階建て 

延べ 654.61 ㎡ 

４．職員体制（令和 7年４月１日 現在） 

職 種 員数 常勤 非常勤 主な職務内容 

園長 １ 人 １ 人 0人 法人照輝会、園運営管理、職員指導、庶務事務処理等 

副園長 １ 人 １ 人 0人 運営管理補助、法人事務局、教育保育指導、庶務事務経理等 

主幹保育教諭 １ 人 １ 人 0人 教育保育指導、安全衛生推進 職員勤務、庶務事務処理等 

副主幹保育教諭 ２ 人 ２ 人 0人 教育保育指導、安全衛生推進 職員勤務、庶務事務処理等 

 保育教諭 17 人 1２人 6人 0〜5歳児入所児童の教育保育計画・立案・実施・評価反省等 

保育士 0 人 0人 0人 0〜2歳児入所児童の教育保育の実施・評価反省等 

事務職員 １ 人 １ 人 0人 事務・経理・送迎バス運行業務等 

管理栄養士 １ 人 １ 人 0人 給食献立表の作成、調理の実施、食育教室等 

調理師 １ 人 １ 人 0人 調具食器の管理 調理の実施等 

看護師 １ 人 １ 人 0人 感染対策業務・乳幼児及び職員の健康管理（検診）保健教室等 

アシスタント（高齢者等） １ 人 ０ 人 0人 保育教諭補助主に掃除・洗い物・子どもの遊び相手等 

子育て支援委員・保育補助者 ２ 人 ０ 人 0人 保育教諭補助主に掃除・洗い物・子どもの遊び相手等 

※勤務体制 

早番（ハＡ・ハＢ）7：00〜16：00  非常勤職員 

普番（普）    8：00〜17：00     パートＡ 8：00〜18：00  パートＤ 9：00〜16：00 

中番（中Ａ・中Ｂ・中Ｃ）8：30〜17：30  パートＢ 8：30〜16：30  

遅番（オＣ・オＤ）9：00〜18：00     パートＣ 9：00〜17：00 

遅番（オＡ・オＢ）9：30〜18：30（延長保育 19：00） 

５．利用定員ごとの提供する日及び時間並びに提供を行わない日 

１号認定子ども（教育標準時間認定） 

提供する曜日 月曜日から金曜日まで 

保育時間 教育標準時間 午前７時００分～午後 1時００分（１１時間） 

預かり保育 保育時間 
一時預かり：１３時～１８時 

土曜（休日扱い）：８時～１７時 

休業日 

土曜日・日曜日・祝日 

年末・年始（１２月２９日～１月３日） 

夏季なし 

冬季なし 

２号・３号認定子ども（保育認定） 

提供する曜日 月曜日から土曜日まで 

保育時間 
保育標準時間 午前７時００分～午後６時００分（１１時間） 

保育短時間 午前７時００分～午後３時００分（８時間） 

延長保育 

保育標準時間 
朝：なし  

夕：１８時～１９時 

保育短時間 
朝：なし  

夕：１５時～１９時 

開所時間 
月～金曜日 午前７時００分～午後 7時００分（延長保育時間を含む） 

土曜日 午前７時００分～午後 7時００分（延長保育時間を含む） 

休業日 
日曜日・祝日 

年末年始（１２月２９日～１月３日）行事後の休日保育は実施しません。 

休日保育 
前月の 20日までに休日保育予約票（別紙）に記入してお申し込みください。 

利用料は、1週間以内に振替休日をおとりいただくことで無料 
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利用時間 ８：００〜１７：００ （17時以降後延長の場合 30分ごとに 200円の料

金発生） 

取下・追加・変更の場合、利用1週間前までに予約変更票に記入のうえ、ご提出ください。 

 

 

６．利用料等 

利用者負担（３号認定児） 

・４月〜８月分の保育料 前年度の市町村民税額で算定された金額（２才児は無償） 

・９月〜３月分の保育料 今年度の市町村民税額で算定された金額（２才児は無償） 

市町村の賦課決定時期が６月頃となることから、毎年９月が保育料の切り替え時期となり

ます。 

実費徴収(園規程) 

主食費（２．３号認定児）（但し満３歳児一人親

家庭無料） 
1月当たり 1,000円 

副食費（２．３号認定児） 

副食費免除対象児は無料満３歳児無料 
1月当たり 4,800円 

その他実費徴収 

 

１号認定子どもの預かり保育に係る費用 13時～18時 
1回 200 円 

月上限 1,000円 

２号・３号短時間認定児延長保育に係る費用 

（就労の場合は料金は 0円です。） 
1日 100円 月上限 500円 

2号・3号標準時間認定児延長保育に係る費用 18〜19時 無 料 

 

7.支払方法 

口座振込み ①保育料（3号認定）、給食費（主食費・副食費）(1・2号認定児) 

        青森みちのく銀行五所川原支店 3124781（支払い期日当月末まで） 

      ②延長料金等諸経費（1号・2号・3号認定児）バス代、休日保育料金  

  青森みちのく銀行五所川原支店 3124778（支払い期日は請求書に記載） 

上記費用の支払いは、金融機関の振込控をもって領収の証とし、連絡帳集金確認欄に振込日と領収印を捺印します。 

※保護者が領収書を必要とする場合、請求に応じ領収書を発行します。 

 

8.提供する特定教育・保育の内容 

教育・保育のねらいは、生きる力の基礎となる心情・意欲・態度を育成することにあり、その内容は、園児の発達の

側面から「健康・人間関係・環境・言葉・表現」の 5領域の内容を通して総合的に達成されます。自発的な活動とし

ての遊びは、心身の調和のとれた発達の基礎を培う重要な活動であり、主体的な遊びを通してねらいが達成されるよ

うに、下記の子どもの活動・環境構成等計画的な保育者の働きかけを行います。 

（１） 心身共にたくましい子（体育・食育） 

・朝の体操・マラソンや散歩など戸外での活動を十分に楽しむ中で、健康な身体を作り、生きる力の基礎を培います。 

・食事、排泄、睡眠、着脱衣、清潔などの基本的生活習慣を形成し、自立心を培います。 

（２） 生命を大切にし、思いやり豊かな子（徳育） 

・栽培活動や散歩等を通して自然の世界に触れ、豊かな感性と生命を尊重する心 

・地域交流活動などを通して、人権を尊重し、挨拶や「ありがとう」と感謝できる豊かな心 

・絵本や紙芝居の読み聞かせ等を通して善悪の判断ができる心（自律心・規範意識） 

（３） 自ら判断し、能動的な子（知育） 

・子どもの発達段階を体系化したピアジェ教育理論に基づいた「かずともじのペタペタシール遊び」を楽しみながら数

のしくみ等の認識力・思考力・発表力等を培います。 

・英会話教室・習字教室・鍵盤ハーモニカ指導等を通して知的好奇心を育みます。 

 

※ 食事は自園給食です。アレルギー対応方法はアレルギー対象食品を除去して提供します。その際、医師の診断書や

アレルギー検査結果表を提出いただきます。 
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9.年間行事予定 

月 主な 行事 活動 

４月 
入園進級うを祝う会 子どもの日の集い 早朝清掃（父母会主催）保健教室 食育教室 内科・歯

科検診 

５月 教育保育参観 保健教室 

６月 運動会 人形劇鑑賞  

７月 七夕の集い 七夕夏祭り 保健教室 

８月 プール水遊び  

９月 親子遠足 個人面談 保健教室 

１０月 内科検診 歯科検診 保健教室 七五三の集い 子ども遠足 

１１月 お遊戯会 

１２月 クリスマス・お誕生会 おもちつき会 保健教室 

１月 新春席書大会（ひばり組参加）教育保育参観 保健教室 

２月 節分の集い 食育教室 

３月 雛祭り誕生会 お別れ会 卒園式 修了式 

上記以外の毎月の行事 発育測定 避難（防犯・防災）訓練 交通安全教室 お誕生会 

年齢別行事 2歳〜5歳児 ピアジェ理論教育ペタペタシール遊び 

4・5歳児〜鍵盤ハーモニカ  

           5歳児〜習字教室 英会話教室 

10.利用の開始及び終了に関する事項及び利用に当たっての留意事項 

利用者の内定 

【１号認定子ども】 

・施設が定めた選考方法（運営規定）による。 

 兄弟姉妹が在園している者は、優先して入園させる。非課税世帯（一人親家庭等）

の場合。その他の者は先着順（抽選・面接等）により選考します。 

【２号・３号認定子ども】 

・五所川原市が行う利用調整によります。 

利用決定 

五所川原市の利用調整に基づき当園に入所決定された支給認定を受けた保護者が本

「重要事項説明書」に同意された後に「入園契約書」を締結し、教育保育の提供を開

始します。 

退園理由 

・「子ども・子育て支援法施行規則」第 1条の規定に該当せず、市町村が認定を取り

消したとき（１号・２号・３号認定子どもに該当しなくなったとき、卒園を含む。） 

・教育・保育給付保護者から退園届等の提出があったとき 

・その他、利用継続の重大な支障又は困難が生じたとき 

（保護者が利用料等の基本負担額の支払いを遅滞した場合で、徴収に努めても支払い

に応じない場合等） 

利用に当たっての 

留意事項 

① 登園時、欠席・遅刻の連絡は、８時３０分までに電話またはキッツビュー入力

等でご連絡ください。お迎えは、基本的に保育時間内でお願いします。お迎え

が遅れる、延長保育を利用する場合は、事前にご連絡ください。 

② 体温が 38℃以上ある場合は登園をお控えください。 

（登園後に 38℃を超えた場合には、お迎えの連絡をさせていただきます。） 

解熱後、解熱剤を使用しないで 24時間経過後に登園可能となります。 

※新型コロナウイルス感染症、、インフルエンザ症等の伝染病が流行する時期は、別途体温規定を設けて、保

健だより等で通知します。（平熱が高いお子さまは、医師の証明書を提出ください。） 

③ 与薬の取り扱い…教育保育時間中に与薬が必要な場合は、保護者と園側で話

し合いの上、保護者に代わって保育教諭または看護師が与訳します。園での

与薬に関しては保護者の同意のもと、お子様の健康と生命を守る観点に添っ

てのものとなりますので、ご理解ご協力お願いします。 
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  ・与薬依頼・承諾書１部（園に常備している書類をお使い下さい。） 

  ・薬剤受け取り・与薬確認表１部（園に常備している書類をお使い下さい。） 

  ・薬剤情報提供書コピ－したもの 2部（かかりつけ医または調剤薬局より出

されたもの） 

④ 予防接種日は、接種後自宅で経過観察をお願いします。 

感染症についての一覧表は、4月保健だよりで通知しますが、状況に応じて更 

新したものをその都度配布します。 

 

 

 

11.嘱託医 

(1)嘱託内科医 

医療機関の名称 てらだクリニック 

医院長名 寺田 明功 

所在地 〒037-0014 五所川原市大字稲実字米崎 122-17 

電話番号 0173-33-1200 

健康診断 

・年２回（春・秋）嘱託内科医による内科検診を行ないます。 

検診結果は、書面で保護者に通知します。 

・新入園児は入所 1ケ月以内に嘱託内科医による入所時健康診断を実施します。 

 

（2）嘱託歯科医 

医療機関の名称 黒部歯科クリニック 

医院長名 黒部 倫 

所在地 〒037-0023 五所川原市大字広田字榊森 54-65 

電話番号 0173-33-3939 

歯科検診 

・年２回（春・秋）嘱託歯科医による歯科検診を行ないます。 

検診結果は、書面で保護者に通知します。 

・入所 1ケ月以内に嘱託歯科医による入所時歯科検診を実施します。 

 

（3）学校薬剤師 

薬剤師の名前 学校薬剤師 田村龍一（西北五支部） 

所在地 五所川原市唐笠柳 

電話番号 0173-33-6742 

検査項目 ・照度検査・空気検査・浄水水質検査・タニアルゲン検査（年１回） 

 

12．緊急時における対応方法 

（１）緊急時の対応方法 

特定教育・保育の提供中、利用子どもに体調の急変などがあった場合、すみやかに利用子どもの保護者又は緊急連絡先、

その他関係機関への連絡を行う等の必要な措置を講じます。火災や大規模な地震などの非常災害の場合は、別途定めら

れた避難マニュアルに従い、迅速に園児を避難誘導します。 

 

【管轄する消防署】 

消防署名 五所川原消防署 

所在地 〒037-0036 五所川原市中央 4丁目 130 

電話番号 0173-35-2019 

 

【管轄する警察署】 

警察署名 五所川原警察署 

所在地 〒037-0046 五所川原市栄町 6-1 

電話番号 0173-35-2141 
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（２）非常災害対策 

防火管理者※ 一戸 義雄 

消防計画届出年月日※ 令和７年４月３日 

避難訓練 
火災・地震・洪水・不審者侵入を想定して、避難及び消火訓練（月１回）、防

犯訓練、園児の引き渡し訓練（災害時） 

防災設備 消火器、誘導灯、火災報知器を備えています。 

避難場所 

第１次避難場所 園庭の中央 

第２次避難場所 なおみ園第２駐車場 

第３次避難場所 新コミュニティセンタ―栄 

第４次避難場所 五所川原市立第三中学校 

第５お次避難場所（広域避難場所）柳沼近隣公園（五所川原市みどり町 4丁目）  

緊急時の連絡手段 電話、おりこうメッセージ配信、専用ホームページで情報提供をします。  

 

1３．相談・要望・苦情窓口 

相談・苦情受付担当者 （氏名）今井 景子 （職名）主幹保育教諭・安全衛生推進者 

相談・苦情解決責任者 （氏名）一戸 義雄 （職名）施設長 

第三者委員 

（氏名）木津谷とき子 
（電話番号）0173-34-6624 

（役職、所属等）民生委員 

（氏名）菊池 義孝 
（電話番号）0173-35-9490 

（役職、所属等）照輝会評議会 

 

 

 

【要望・苦情等への対応方法】 

（１）要望・苦情等を受付けた場合には、適切に対応し、改善を図るよう努めます。 

（２）要望・苦情等の内容を受付けた場合には、要望・苦情等の内容を記録し、市からの求めがあった場合

には、必要な改善を行い、市に報告をします。 

 

14．賠償責任保険の加入状況 

施設の欠陥、管理、又は保育者の指導監督上のミス等により、乳幼児または他人の生命や身体を害した

り、他人の財物を減失、破損、汚したりした場合に、施設管理者が法律上の損害賠償責任を負担すること

によって被る損害に対して保険料を支払います。 

保険の種類 賠償責任保険（損害保険ジャパン日本興亜株式会社） 

保険の内容 
被害者対応費用担保追加条項  

事故対応費用 

保険金額 
１事故につき最大 1,000,000千円、 

１名につき 最大 1,000,000千円 

 

1５．個人情報の取り扱い 

個人情報の保持及び個人情

報の管理 

本園では、保護者から提出された書類に記された氏名・住所・電話番

号・生年月日等、個人が特定・識別できる情報、職務遂行上知り得た秘

密等につきましては、「個人情報の保護に関する法律」や「児童福祉

法」等、関連する法令を遵守し、その利用目的を明確にして厳重に管理

します。また、個人情報は適切な手段により収集し、その利用目的の達

成に必要な範囲を超えて取り扱いはいたしません。 

個人情報の利用目的 入園手続時及び在園中に本園所定の手続きにおいて収集する個人情報

の利用目的は、下記の通です。 



認定こども園なおみ園 

 

（１）入園に対する業務 

（２）保護者との連絡に関する業務（園便り、クラス便り等） 

（３）園児の教育保育に関する業務（指導案等） 

（４）園児の記録管理に関する業務（成長記録等） 

（５）園児の健康状態把握に関する業務 

（６）卒園児の確認に関する業務（卒園アルバム写真掲載等） 

（７）園外に係る業務（パンフレット、ホームページ等） 

 

教育諸活動での利用 記録写真・ＶＴＲ、実習生、ボランティア等の教育保育に携わるすべ

ての人が個人情報保護の重要性を認識したうえ、お預かりした個人情報

は個人情報管理責任者の監督のもとに守秘を徹底するよう努めます。 

 

 

1６．入園進級時の提出書類 

入園・進級時には、下記の書類を提出していただきます。 

（１）家庭調書 

（２）入園契約書 

（３）連帯保証人 

（４）重要事項説明書 

（５）その他、園が必要とする書類 

※緊急時連絡機能として、おりこうメッセージ配信登録、登降園時のメールシステム「kids viewキッズ

ビュー」登録をしていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



認定こども園なおみ園 

 

 

 

重要事項説明書についての同意書 

 

令和   年    月   日 

 

当園における教育・保育の提供を開始するにあたり、本書面にもとづき重要事項の説明を行いま

した。 

 

施設名  社会福祉法人照輝会 認定こども園なおみ園 

 

説明者  施設長 一戸 義雄 

 

 

私は、本書面に基づいて認定こども園なおみ園 の利用に当たっての重要事項の説明を受け、同

意いたしました。 

 

   保護者住所 

保護者氏名                 印 

    

児童との関係 

児童名 

   児童名 

児童名 


